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美
濃
　
の
藩

幕
末
の
藩
札
発
行
形
態
を
中
心
に

西

　

村

　

覚

　

良

一
、
は
じ
め
に

江
戸
時
代
の
貨
幣
の
発
行
権
は
幕
府
が
掌
握
し
て
い
て
、
諸
藩
は
特
別
の

場
合
を
除
い
て
、
貨
幣
を
発
行
で
き
な
か
っ
た
。
一
方
江
戸
初
期
か
ら
、
紙

幣
は
私
的
に
発
行
す
る
風
調
が
あ
り
、
こ
の
動
き
は
、
元
和
・
寛
永
期
を
通

し
て
近
畿
地
方
を
中
心
に
、
次
第
に
広
ま
っ
た
。
こ
れ
を
前
提
に
し
て
寛
永

期
こ
ろ
か
ら
諸
藩
の
内
で
は
、
藩
札
を
発
行
し
は
じ
め
た
の
で
あ
る
。
藩
札

は
、
藩
の
勝
手
方
（
財
政
関
係
）
　
や
藩
の
御
用
達
商
人
が
、
領
内
通
用
を
前

提
と
し
て
、
幕
府
の
許
可
を
得
て
発
行
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
そ
こ
に
は
必

ず
免
換
の
責
を
負
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

美
濃
国
内
で
は
、
付
表
の
と
お
り
諸
藩
が
各
々
藩
札
を
発
行
し
た
。
こ
の

う
ち
大
垣
藩
が
寛
文
三
年
（
一
六
六
三
）
　
に
発
行
し
た
と
い
わ
れ
る
が
、
こ

の
こ
と
は
全
国
的
に
み
て
も
早
い
時
期
と
い
え
る
。
そ
れ
以
外
の
諸
藩
の
発

行
時
期
は
、
発
行
年
次
不
明
の
も
の
も
あ
る
が
、
近
世
後
期
か
ら
明
治
初
年

ま
で
に
集
中
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
藩
札
の
発
行
理
由
は
、
窮
乏
す
る
藩
経

済
を
た
て
画
す
た
め
で
あ
っ
た
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
が
、
そ
の
発
行
形

態
は
様
々
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
藩
札
が
免
操
の
責
を
負
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、

そ
の
裏
付
け
に
な
る
免
換
準
備
金
を
検
討
す
る
こ
と
が
必
要
と
な
る
。
し
か

し
そ
の
準
備
金
の
あ
か
る
史
料
は
ほ
と
ん
ど
皆
無
で
あ
る
た
め
、
藩
札
発
行

者
が
何
に
保
証
を
裏
打
ち
し
て
い
る
か
は
っ
き
り
さ
せ
れ
ば
、
各
藩
の
発
行

一
二

形
態
が
解
明
で
き
る
と
考
え
た
。
そ
こ
で
次
の
三
つ
の
類
型
に
分
類
し
た
。

0
　
藩
の
政
治
性
に
よ
る
も
の

藩
が
領
国
支
配
に
一
定
程
度
以
上
の
政
治
性
を
保
持
し
て
お
り
、
そ

れ
を
背
景
に
し
た
藩
札
発
行
で
あ
る
。
従
っ
て
藩
札
の
通
用
に
は
強
制

力
を
と
も
な
っ
て
い
る
。
大
垣
藩
札
に
典
型
的
に
み
ら
れ
る
。

⇔
　
領
国
の
産
物
を
名
目
に
し
た
強
制
貸
し
付
け
に
よ
る
も
の

領
国
の
米
を
名
目
に
藩
札
を
発
行
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
領
国
支
配

の
政
治
性
を
背
景
に
で
き
ず
、
む
し
ろ
有
力
農
民
の
藩
財
政
参
加
を
う

な
が
し
、
藩
札
は
強
制
貸
し
付
け
の
方
法
に
よ
っ
て
、
発
行
通
用
さ
せ

て
い
る
。
こ
の
典
型
は
高
富
藩
札
で
、
苗
木
藩
札
が
類
似
し
て
い
る
。

な
お
郡
上
藩
札
も
米
を
名
目
に
し
て
こ
の
類
型
に
似
て
い
る
が
、
生
糸

の
専
売
制
に
ふ
み
こ
み
⇔
の
類
型
に
近
い
。

⇔
　
領
国
の
産
物
の
専
売
に
よ
る
も
の

領
国
の
傘
・
糸
な
ど
の
産
物
を
名
目
に
藩
札
発
行
す
る
も
の
で
あ
る

が
、
藩
札
の
ま
と
ま
っ
た
資
本
を
も
と
に
領
国
の
生
産
・
流
通
の
再
編

成
を
う
な
が
し
、
ひ
い
て
は
そ
れ
が
、
藩
札
の
保
証
と
な
る
。
こ
れ
は

加
納
藩
札
に
典
型
的
に
あ
ら
わ
れ
、
郡
上
藩
札
が
類
似
し
て
い
る
。

〇
・
⇔
と
も
に
藩
に
対
す
る
信
用
が
な
け
れ
ば
容
易
に
通
用
し
な
い
こ
と
は

言
う
ま
で
も
な
い
が
、
臼
の
産
物
の
専
売
制
の
実
施
に
は
、
藩
と
領
内
の
商

工
業
者
と
の
強
力
な
意
向
が
働
か
ね
ば
な
ら
な
い
。

以
下
0
～
⇔
の
類
型
に
従
っ
て
、
諸
藩
の
藩
札
発
行
形
態
を
述
べ
よ
う
。

な
お
本
稿
は
、
去
る
一
〇
月
一
日
～
一
〇
日
三
一
日
に
開
催
さ
れ
た
、
特

別
展
「
東
洋
の
貨
幣
」
　
の
展
示
資
料
を
も
と
に
、
論
考
を
加
え
る
も
の
で
あ

る。
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二
、
藩
の
政
治
性
に
よ
る
も
の

（
大
垣
藩
札
）
　
大
垣
藩
は
寛
永
二
一
年
（
一
六
三
五
）
戸
田
氏
（
高
一

〇
万
石
）
が
入
部
し
て
以
来
、
明
治
ま
で
転
封
が
な
く
、
美
濃
の
諸
藩
の
中

で
最
も
大
き
く
安
定
し
た
藩
政
で
あ
っ
た
。
こ
の
藩
は
寛
文
三
年
初
め
て
藩

註
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札
を
発
行
し
た
と
言
わ
れ
て
い
る
。
そ
の
後
藩
は
延
宝
八
年
（
一
六
八
〇
）

註
？

額
面
が
六
種
類
の
銀
札
を
発
行
し
、
次
の
よ
う
な
規
定
を
命
じ
た
。

こ
れ
に
よ
る
と
、
①
銀
二
分
九
厘
ま
で
ほ
銭
の
使
用
を
認
め
る
が
、
そ
れ

以
上
の
額
は
、
諸
色
の
売
買
に
藩
札
を
必
ず
使
用
す
る
こ
と
、
②
他
所
の
者

、
が
売
買
す
る
場
合
も
藩
札
を
使
用
す
る
こ
と
、
③
逗
留
の
者
は
駄
賃
・
旅
籠

銭
は
別
と
し
て
、
売
買
に
は
藩
札
を
使
用
す
る
こ
と
。
④
小
判
一
両
に
銀
札

六
四
匁
替
え
と
し
、
銀
・
銭
相
場
は
時
の
相
場
に
よ
る
。
⑤
藩
札
を
正
金
に

替
え
る
時
は
一
分
の
歩
合
と
す
る
こ
と
、
と
い
う
。
こ
の
こ
と
は
藩
札
の
強

制
通
用
を
め
ざ
す
も
の
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。

そ
の
後
幕
府
の
札
遣
い
禁
止
や
許
可
に
あ
わ
せ
て
、
大
垣
藩
札
の
発
行
・

停
止
を
く
り
か
え
し
た
が
、
享
保
一
五
年
（
一
七
三
〇
）
　
六
月
、
幕
府
が
札

の
使
用
を
許
し
た
の
で
、
同
年
一
二
月
藩
は
再
び
五
種
類
の
銀
札
を
発
行
し

註
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た
。
そ
こ
で
発
行
さ
れ
た
札
は
、
五
匁
（
図
版
1
）
、
一
匁
、
五
分
、
三
分
、

二
分
で
あ
る
。
翌
一
六
年
に
は
銀
一
〇
匁
札
も
発
行
さ
れ
た
。
札
の
表
面
に

は
九
曜
の
紋
・
額
面
そ
れ
に
　
「
大
垣
銀
札
所
」
と
藩
札
発
行
所
を
明
示
し
て

あ
る
。
裏
面
は
「
享
保
十
五
年
庚
戌
十
二
月
日
」
と
あ
り
、
「
鶴
亀
松
萬
歳
楽

福
徳
満
」
な
ど
の
言
葉
が
み
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
の
札
の
通
用
相
場
は
小
判
金

一
両
に
銀
札
六
四
匁
と
し
、
強
制
通
用
の
区
域
は
町
方
の
み
に
限
ら
れ
、
在

方
は
除
外
さ
れ
て
い
た
。
翌
一
六
年
一
一
月
に
は
銀
二
分
以
上
の
銭
遣
い
は

厳
禁
と
な
っ
て
、
銀
札
使
用
の
額
が
二
分
未
満
に
ま
で
引
き
下
げ
ら
れ
強
化

さ
れ
た
の
で
あ
る
。

つ
い
で
元
文
二
年
（
一
七
三
七
）
一
二
月
、
最
高
額
面
が
銭
一
〇
匁
か
ら

最
少
額
面
銀
五
厘
ま
で
、
新
た
に
九
種
類
の
藩
札
が
発
行
さ
れ
、
旧
札
は
全

部
こ
の
新
札
と
引
替
え
る
こ
と
に
な
っ
た
。
銀
一
〇
匁
札
（
図
版
2
）
　
は
、

享
保
の
時
と
同
じ
く
表
面
に
九
曜
紋
・
額
面
・
発
行
所
を
明
示
し
、
裏
面
に

「
元
文
二
年
丁
巳
十
二
月
日
」
と
し
て
い
る
。
注
目
し
て
お
き
た
い
の
は
、
享

保
に
比
べ
て
銀
一
分
と
か
五
厘
の
少
額
銀
札
ま
で
も
発
行
し
、
強
制
使
用
さ

せ
た
こ
と
で
あ
る
。

そ
の
後
、
藩
は
部
分
的
に
銀
札
改
め
を
く
り
か
え
し
た
が
、
安
永
八
年
（
一

註
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七
七
九
）
　
九
月
大
垣
藩
に
と
っ
て
最
初
の
藩
札
引
替
中
止
令
を
出
し
た
。
藩

札
の
引
替
中
止
の
措
置
を
取
ら
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
理
由
は
、
「
御
勝
手
向
御

差
支
」
と
い
う
よ
う
に
、
藩
財
政
の
逼
迫
で
あ
り
、
そ
れ
は
免
換
準
備
金
を

使
い
こ
ん
だ
か
、
あ
る
い
は
充
分
な
準
備
金
を
も
た
ず
に
多
額
の
藩
札
を
発

行
し
て
し
ま
っ
た
か
に
よ
る
。
こ
の
引
替
中
止
は
ま
も
な
く
解
除
さ
れ
た
、
か
、

そ
の
後
も
売
買
に
銀
札
を
使
用
し
な
か
っ
た
な
ら
ば
、
「
過
料
銭
壱
貫
文
差
し

註
5

出
さ
せ
申
す
べ
く
候
」
と
罰
則
規
定
を
も
設
け
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
別

の
面
か
ら
い
う
と
、
藩
札
を
使
用
し
な
か
っ
た
者
、
か
あ
る
こ
と
を
意
味
す
る

が
、
そ
れ
で
も
、
藩
は
繰
り
返
し
町
方
の
商
人
に
銀
札
使
用
を
強
制
し
っ
づ

け
た
の
で
あ
る
。

天
保
一
三
年
（
一
八
四
二
）
　
の
調
査
で
は
、
藩
札
は
銀
四
八
七
貫
二
九
八

匁
三
分
に
の
ぼ
っ
て
い
た
。
そ
の
後
も
藩
札
発
行
は
嵩
み
、
明
治
の
藩
札
処

分
時
の
残
高
は
、
銀
二
七
九
六
貫
五
二
三
匁
三
分
（
こ
の
金
四
万
三
二
六
三

両
余
）
　
に
の
ぼ
り
、
そ
の
う
ち
明
治
新
政
府
は
金
二
万
二
四
九
一
両
余
り
負

担
し
た
。

大
垣
藩
札
は
、
こ
の
よ
う
に
高
額
に
の
ぼ
っ
た
が
、
藩
独
自
の
藩
札
流
通

は
、
強
力
な
藩
権
力
を
背
景
に
成
立
し
て
い
た
と
い
え
よ
う
。
し
か
も
こ
れ

一
三
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は
美
濃
国
内
最
大
の
大
垣
藩
だ
か
ら
こ
そ
貫
き
え
た
の
で
あ
る
。

三
、
領
国
の
産
物
を
名
目
に
し
た
も
の

へ
高
宮
藩
札
）
　
高
富
藩
は
、
宝
永
二
年
（
一
七
〇
五
）
　
山
県
・
方
県
両

郡
の
う
ち
高
富
村
附
近
を
領
有
し
て
一
万
石
の
大
名
と
な
っ
た
。
以
来
明
治

ま
で
高
富
に
陣
屋
を
設
け
て
い
た
。

註
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高
富
藩
は
天
保
一
五
年
（
一
八
四
四
）
　
六
月
の
触
書
で
、
藩
が
近
江
屋
を

御
勝
手
（
藩
の
財
政
）
　
に
関
与
さ
せ
、
御
蔵
米
や
村
方
作
徳
米
の
売
買
を
円

滑
に
す
る
た
め
、
払
米
代
銀
切
手
（
藩
札
）
　
を
発
行
さ
せ
る
と
し
て
、
次
の

よ
う
に
命
じ
た
。
①
藩
札
が
滞
り
な
く
通
用
す
る
た
め
、
す
べ
て
の
品
の
売

買
の
時
に
札
を
使
用
す
る
こ
と
。
②
他
国
他
領
へ
金
銀
を
送
る
時
は
、
引
替

所
で
正
金
に
引
替
え
る
こ
と
。
③
金
一
両
は
銭
六
〇
匁
替
え
と
し
、
そ
れ
ぞ

れ
引
替
料
を
出
す
こ
と
。

こ
の
藩
札
発
行
の
規
定
の
中
で
、
②
の
藩
札
の
強
制
通
用
が
ど
れ
だ
け
強

力
で
あ
っ
た
か
問
題
で
あ
る
。
こ
の
時
発
行
さ
れ
た
藩
札
は
、
銀
一
匁
（
図

版
3
）
・
三
分
・
二
分
で
、
銀
一
匁
の
表
面
に
は
　
「
銀
壱
匁
、
天
保
十
五
年
甲

辰
三
月
、
高
富
領
内
米
代
用
、
京
都
近
江
屋
」
と
あ
り
、
裏
面
に
　
「
覚
、
一

銀
壱
匁
也
、
此
手
形
を
以
可
相
渡
候
以
上
、
高
富
引
替
所
」
と
あ
る
。
実
際

に
藩
札
、
が
通
用
し
た
の
は
翌
弘
化
二
年
七
月
八
日
以
降
で
、
こ
の
時
の
触
書

に
も
諸
品
の
売
買
に
必
ず
札
を
使
用
す
る
よ
う
強
く
命
ず
る
規
定
が
み
あ
た

ら
な
い
。
大
垣
藩
の
よ
う
に
罰
則
規
定
も
な
く
、
あ
る
い
は
正
金
使
用
の
最

高
限
度
額
を
設
け
る
の
で
も
な
く
、
高
富
藩
の
藩
札
通
用
に
強
い
姿
勢
が
認

め
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。
か
と
い
っ
て
、
払
米
代
銀
を
藩
札
の
免
換
準
備
金

に
し
て
い
る
と
い
っ
て
も
、
領
民
に
と
っ
て
藩
札
は
通
用
に
足
る
札
で
あ
っ

た
と
い
え
る
か
ど
う
か
疑
問
で
あ
る
。

一
四

藩
財
政
の
悪
化
は
度
々
の
藩
政
改
革
に
か
か
わ
ら
ず
好
転
せ
ず
、
つ
い
に

文
久
二
年
（
一
八
六
二
）
一
〇
月
藩
は
次
の
よ
う
に
命
じ
た
。

御
勝
手
方
は
殿
様
の
手
許
や
御
役
所
向
の
入
用
を
厳
し
く
省
略
し
、
し
か

も
家
中
に
は
苑
行
を
残
ら
ず
借
り
上
げ
、
人
数
扶
持
を
支
給
す
る
こ
と
に

し
て
、
公
務
一
筋
の
入
用
に
取
り
締
め
て
も
、
追
々
借
財
が
嵩
ん
で
し
ま
っ

て
い
る
。
後
楯
に
な
る
べ
き
銀
主
を
依
頼
し
ょ
う
と
し
て
も
、
容
易
に
引

請
け
て
世
話
す
る
者
も
な
く
、
今
後
の
家
中
の
扶
持
や
公
務
に
差
し
支
え

て
し
ま
っ
た
。
そ
こ
で
藩
は
翌
三
年
か
ら
収
納
米
や
藩
の
借
財
を
残
ら
ず

村
方
に
任
せ
る
。

註
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こ
の
こ
と
は
、
か
つ
て
嘉
永
五
年
（
一
八
五
二
）
藩
役
人
の
追
放
運
動
に

屈
し
た
藩
権
力
の
弱
体
化
を
考
え
合
わ
せ
る
と
、
藩
財
政
の
窮
乏
ぶ
り
を
意

味
す
る
ば
か
り
で
な
く
、
藩
権
力
の
弱
体
化
を
如
実
に
物
語
る
も
の
で
あ
る
。

し
か
も
こ
の
こ
と
は
、
高
富
藩
が
京
都
の
掛
屋
近
江
屋
か
ら
離
れ
て
、
領
内

村
方
に
依
存
す
る
姿
勢
に
転
換
し
た
こ
と
を
意
味
す
る
。

慶
応
二
年
（
一
八
六
六
）
藩
は
再
び
銀
二
匁
（
図
版
4
）
、
一
匁
・
三
分
・

二
分
の
四
種
類
の
藩
札
を
発
行
し
た
。
こ
の
藩
札
の
表
面
は
額
面
の
外
に
「
慶

応
二
寅
歳
領
内
□
融
通
、
萬
代
不
易
」
と
あ
り
、
裏
面
に
は
「
濃
州
高
富
、
此

羽
書
以
六
十
四
匁
金
壱
面
相
渡
可
申
候
、
引
替
会
所
、
小
引
替
石
谷
村
野
々

村
又
左
衛
門
、
小
引
替
芥
見
村
篠
田
精
兵
衛
」
と
あ
る
。
こ
の
新
札
は
、
同

年
一
〇
月
領
分
各
村
に
強
制
的
に
貸
し
付
け
ら
れ
、
六
か
月
後
の
翌
慶
応
三

年
四
月
晦
日
ま
で
に
、
金
一
両
に
付
二
分
五
厘
の
利
息
を
付
け
、
元
利
共
に

正
金
で
返
済
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
の
強
制
貸
付
の
金
と
し
て
新
札
は
、

こ
の
後
も
再
び
使
用
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

一
方
高
富
藩
札
が
額
面
通
り
で
岐
阜
や
黒
野
で
通
用
す
る
よ
う
、
高
富
藩

庁
で
な
く
大
庄
屋
や
副
本
庄
屋
が
働
き
か
け
を
し
た
。
し
か
し
他
領
で
は
そ
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の
藩
札
を
受
け
と
ら
ず
、
た
と
え
受
け
取
っ
た
と
し
て
も
額
面
を
割
る
下
値

で
通
用
す
る
と
い
う
あ
り
さ
ま
で
あ
っ
た
。

明
治
に
な
っ
て
藩
札
が
ど
れ
だ
け
残
っ
た
か
明
ら
か
で
は
な
い
、
が
、
高
富

註
9

藩
の
借
財
は
明
治
四
年
の
段
階
で
元
金
二
〇
万
七
〇
〇
〇
両
余
り
に
嵩
ん
で

い
た
の
で
あ
る
。

（
苗
木
藩
札
）
　
東
涯
に
勢
力
を
持
っ
て
い
た
遠
山
氏
は
、
慶
長
五
年
（
一

六
〇
〇
）
　
旧
領
を
安
堵
（
高
一
万
五
〇
〇
石
）
　
さ
れ
て
以
来
明
治
ま
で
、
苗

木
城
を
本
拠
に
し
て
い
た
。
こ
の
苗
木
藩
発
行
の
藩
札
は
、
図
版
5
の
表
面
に

「
金
一
朱
、
苗
木
藩
会
計
局
」
と
し
た
も
の
な
ど
で
あ
る
。
こ
の
札
は
明
治

の
藩
制
に
な
っ
て
か
ら
の
も
の
で
あ
る
が
、
他
に
安
保
謙
治
、
安
保
弘
太
郎
・

亀
山
橘
太
郎
・
山
下
曽
七
郎
・
山
下
宮
之
丞
・
山
下
彦
太
郎
の
名
前
の
あ
る

金
札
や
銭
札
が
あ
る
。
ま
た
福
岡
村
栄
蔵
の
金
一
両
札
が
あ
る
。
特
に
安
保
・

亀
山
・
山
下
ら
は
苗
木
藩
の
御
用
達
商
人
で
、
藩
財
政
に
深
く
関
与
し
て
い

た
者
達
で
あ
っ
て
、
こ
の
札
は
全
く
私
人
札
と
い
う
よ
り
、
藩
札
の
性
格
を

も
っ
て
い
た
と
い
え
る
。

苗
木
藩
は
、
元
治
元
年
（
一
八
六
四
）
　
と
三
年
後
の
慶
応
二
年
の
両
年
、

註
1
0

合
わ
せ
て
金
五
八
〇
両
に
の
ぼ
る
藩
札
を
発
行
し
た
。
発
行
の
仕
方
は
、
御

用
達
に
札
を
発
行
さ
せ
、
そ
れ
を
貸
し
付
け
て
正
金
を
返
済
さ
せ
る
。
ま
た

免
換
の
準
備
金
は
上
納
金
で
ま
か
な
い
、
上
納
金
を
出
し
た
者
に
は
出
入
奉

公
人
を
免
除
す
る
特
典
を
与
え
て
い
た
。
し
か
し
そ
れ
で
も
藩
財
政
の
窮
乏

は
ひ
ど
く
、
慶
応
四
年
（
一
八
六
八
）
二
月
安
保
は
、
「
御
勝
手
向
の
餞
、
万

端
御
領
分
え
御
任
せ
遊
ば
れ
候
は
1
、
御
仕
法
も
相
立
つ
」
と
し
て
、
藩
財

政
を
村
方
へ
一
任
す
る
よ
う
建
策
し
て
い
る
。
こ
の
建
策
を
取
り
入
れ
た
藩

は
村
方
役
人
層
か
ら
「
勝
手
方
」
に
登
用
す
る
な
ど
異
例
の
政
策
を
と
っ
た
。

明
治
元
年
ま
で
の
苗
木
藩
の
借
財
は
金
一
四
万
五
〇
〇
両
余
り
に
の
ぼ
っ

て
い
た
。
し
か
し
藩
札
発
行
の
手
法
と
い
い
、
藩
財
政
の
窮
乏
に
対
す
る
有

力
農
民
の
進
言
と
い
い
、
苗
木
藩
は
高
富
藩
と
似
た
方
策
を
と
っ
て
い
た
と

い
え
る
。四

、
領
国
の
産
物
の
専
売
に
よ
る
も
の

へ
加
納
藩
札
）
　
加
納
藩
は
江
戸
初
期
に
奥
平
氏
一
〇
石
で
あ
っ
た
が
、

大
久
保
氏
・
戸
田
氏
・
安
藤
氏
と
引
き
継
が
れ
、
宝
暦
六
年
か
ら
明
治
ま
で

藩
主
と
な
っ
た
永
井
氏
の
時
に
は
、
三
万
二
〇
〇
〇
石
の
小
藩
に
な
っ
て
い

た。

加
納
藩
で
は
文
政
八
年
（
一
八
二
五
）
　
二
一
月
銀
一
匁
札
（
図
版
6
）
　
を

発
行
し
た
。
こ
の
札
は
表
面
に
　
「
銀
壱
匁
」
　
の
額
面
を
記
し
、
の
し
形
を
付

け
て
　
「
音
信
贈
答
之
札
、
濃
州
加
納
産
物
所
、
加
納
蔵
米
方
、
永
井
」
な
ど

の
印
を
押
し
て
い
る
。
こ
の
藩
札
の
発
行
規
定
は
は
っ
き
り
し
な
い
が
、
印

文
か
ら
音
信
贈
答
の
札
で
あ
る
こ
と
、
藩
札
の
免
換
保
証
は
米
に
よ
っ
て
い

た
と
い
え
る
。

加
納
藩
領
は
従
来
よ
り
傘
生
産
が
盛
ん
で
あ
っ
た
が
、
安
政
六
年
（
一
八

註
1
2

五
九
）
　
の
調
書
に
よ
る
と
、
和
傘
の
生
産
は
傘
屋
三
七
名
に
よ
っ
て
年
間
五

〇
万
八
二
八
〇
本
、
代
金
一
万
二
七
〇
七
両
に
の
ぼ
っ
た
。
し
か
し
そ
の
傘

は
六
〇
％
が
岐
阜
町
（
尾
張
領
）
　
の
商
人
に
よ
っ
て
江
戸
へ
積
み
出
さ
れ
て

お
り
、
加
納
の
商
人
に
と
っ
て
、
「
相
成
べ
き
当
方
へ
引
請
、
残
ら
ず
江
戸
積

に
仕
り
度
」
と
の
願
い
を
持
っ
て
い
た
。

そ
こ
で
藩
と
加
納
の
傘
問
屋
と
の
間
で
、
藩
札
を
発
行
し
、
仲
買
い
に
仕

入
金
と
し
て
貸
し
付
け
る
こ
と
が
計
画
さ
れ
た
。
安
政
六
年
四
月
傘
問
屋
が

註
1
3

提
出
し
た
新
し
い
専
売
仕
法
の
原
案
は
次
の
よ
う
で
あ
っ
た
。
①
傘
札
は
金

一
両
に
銀
六
四
匁
替
え
と
し
、
札
は
銀
一
匁
と
銀
五
分
の
二
種
類
を
発
行
す

一
五



西村覚良：美濃　の　藩　札

る
。
②
傘
荷
物
取
り
引
き
は
従
来
通
り
仲
買
に
仕
せ
、
傘
札
に
正
金
を
交
え

て
問
屋
か
ら
前
金
に
貸
し
渡
す
。
③
傘
屋
冥
加
は
傘
一
〇
本
に
つ
き
銀
三
分
、

問
屋
冥
加
は
江
戸
積
み
の
利
益
の
半
分
と
す
る
。
④
仲
買
中
で
年
行
事
を
立

て
、
出
荷
の
報
告
、
冥
加
金
の
徴
収
な
ど
を
行
う
。

こ
こ
で
注
目
し
て
お
き
た
い
の
は
、
こ
の
専
売
仕
法
の
原
案
に
、
の
傘
札

引
蕾
金
を
集
め
る
た
め
に
講
を
取
り
結
び
、
そ
の
寄
せ
金
分
だ
け
の
札
を
発

行
す
る
だ
け
に
止
め
て
、
札
の
　
「
評
判
宜
敷
」
　
よ
う
に
す
る
こ
と
。
さ
ら
に

藩
の
役
割
と
し
て
、
S
江
戸
積
の
傘
代
を
藩
庁
の
為
替
に
す
る
こ
と
、
家
中

内
職
者
、
町
方
職
人
の
不
実
を
厳
し
く
取
り
繕
っ
て
ほ
し
い
こ
と
。
こ
の
二
点

を
盛
り
込
ん
で
い
る
。
こ
の
こ
と
は
藩
札
発
行
の
領
民
に
対
す
る
保
証
と
藩

の
姿
勢
に
か
か
あ
る
こ
と
で
あ
る
だ
け
に
注
目
し
て
お
き
た
い
。

か
く
し
て
翌
安
政
七
年
三
月
宮
田
五
左
衛
門
を
「
傘
・
桟
留
御
切
手
引
換

所
」
、
松
波
菊
太
郎
・
森
孫
作
・
三
宅
甫
三
郎
を
「
引
換
方
取
締
役
」
と
し
て
、

傘
・
桟
留
切
手
の
発
行
が
開
始
さ
れ
た
。
藩
札
は
傘
一
本
札
（
図
版
7
）
銀

二
匁
通
用
と
綿
糸
一
五
匁
札
銀
一
匁
通
用
の
二
種
類
で
あ
っ
た
。
傘
一
本
札

（六年）

は
、
表
面
に
　
「
安
政
己
未
、
御
領
分
之
外
取
遣
り
堅
御
停
止
、
傘
壱
本
、
濃

州
加
納
傘
問
屋
」
、
裏
面
に
「
銀
子
入
用
之
節
は
此
切
手
持
参
之
も
の
ぇ
引
換

相
渡
可
申
候
事
L
と
あ
る
。
切
手
に
は
銀
何
匁
通
用
と
記
し
て
な
い
こ
と
か

ら
、
当
初
の
目
論
見
で
は
銀
一
匁
通
用
、
銀
五
分
通
用
で
あ
っ
た
も
の
が
、

註
1
4

安
政
七
年
間
三
月
切
手
発
行
の
時
に
は
傘
一
本
札
は
銀
二
匁
、
綿
糸
札
は
銀

一
匁
と
決
定
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
ち
な
み
に
こ
の
時
常
磐
講
に
金
二
九
両
二

分
（
傘
札
四
七
二
枚
、
絹
糸
札
九
四
四
枚
）
、
末
広
講
に
金
七
〇
両
二
分
（
傘

札
一
一
二
八
匁
、
綿
糸
札
二
二
五
六
枚
）
が
、
六
〇
日
限
り
正
金
上
納
の
条

件
で
貸
し
出
さ
れ
た
。

と
こ
ろ
が
万
延
元
年
（
一
八
六
〇
）
　
七
月
、
す
な
わ
ち
藩
札
発
行
の
互
か

一
六

月
目
か
ら
、
傘
問
屋
と
藩
と
の
接
渉
が
加
え
ら
れ
、
翌
五
月
次
の
よ
う
な
傘

註
1
5

専
売
制
の
強
化
策
、
か
打
ち
出
さ
れ
た
。
①
傘
を
製
造
し
た
も
の
は
多
少
に
よ

ら
ず
産
物
会
所
へ
届
出
、
送
り
状
に
改
印
を
受
け
て
、
自
分
で
売
り
捌
く
か

会
所
へ
の
買
い
上
げ
を
申
し
出
る
か
す
る
こ
と
。
②
傘
屋
よ
り
下
職
へ
鑑
札

を
渡
し
取
り
締
ま
る
こ
と
。
③
新
し
く
日
之
出
講
と
し
て
独
立
す
る
下
職
で

も
、
下
職
の
鑑
札
を
受
け
ら
れ
る
こ
と
。

さ
ら
に
同
年
六
月
そ
れ
ま
で
末
広
講
・
常
磐
講
・
日
之
出
講
に
分
か
れ
て

い
た
傘
屋
仲
間
を
、
親
株
二
、
本
棟
三
四
、
請
株
八
の
合
計
四
四
人
か
ら
な

註
1
6

る
「
傘
屋
仲
買
株
」
を
結
成
さ
せ
た
。
そ
の
株
規
定
は
、
①
株
金
は
一
口
五

両
と
し
、
こ
の
株
屋
は
藩
に
預
け
て
年
一
割
の
利
子
を
受
け
取
る
こ
と
、
②

冥
加
金
と
し
て
年
一
〇
〇
両
宛
上
納
す
る
か
わ
り
、
臨
時
御
用
金
は
免
除
さ

れ
る
こ
と
、
③
株
所
持
者
は
諸
国
売
買
勝
手
次
第
と
す
る
反
面
、
無
株
の
者

は
、
油
引
・
漆
引
な
ど
傘
の
仕
立
、
売
買
さ
ら
に
下
職
人
抱
取
り
を
禁
止
さ

れ
る
こ
と
、
④
岐
阜
下
職
人
か
ら
も
運
上
を
徴
収
す
る
こ
と
、
⑤
不
実
の
こ

と
が
あ
る
と
株
持
ち
の
者
が
訴
え
れ
、
は
、
藩
は
そ
の
取
り
締
り
を
す
る
こ
と
、

以
上
の
通
り
で
あ
っ
た
。
こ
の
こ
と
は
傘
屋
仲
間
を
再
編
成
す
る
こ
と
で

あ
っ
た
と
い
え
る
。

つ
ま
り
こ
れ
ま
で
の
専
売
制
は
、
特
定
の
御
用
商
人
に
傘
問
屋
を
引
き
受

け
さ
せ
、
藩
札
の
発
行
権
を
与
え
、
そ
の
資
本
を
も
と
に
、
傘
や
練
糸
の
買

い
上
げ
を
容
易
に
し
、
傘
・
綿
糸
の
一
手
販
売
を
企
て
た
も
の
で
あ
っ
た
。

と
こ
ろ
が
万
延
元
年
か
ら
は
、
問
屋
制
生
産
の
経
営
者
と
し
て
成
長
し
て
き

た
有
力
傘
屋
を
再
編
成
し
、
仲
買
株
を
も
つ
専
売
制
の
担
い
手
と
し
て
、
こ

れ
ま
で
の
傘
問
屋
と
と
も
に
産
物
会
所
を
取
り
立
て
さ
せ
た
の
で
あ
る
。
し

か
も
株
を
も
つ
仲
買
人
は
講
を
結
成
し
、
そ
の
資
金
を
免
換
準
備
金
と
し
て

藩
札
発
行
権
を
与
え
ら
れ
、
下
職
生
産
者
に
対
し
て
前
貨
の
資
本
を
得
た
の
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で
あ
る
。

藩
札
発
行
を
中
核
と
す
る
傘
・
紹
糸
の
専
売
制
は
、
単
に
藩
財
政
の
補
填

に
と
ど
ま
ら
ず
、
領
内
産
物
の
振
興
を
う
な
が
し
た
こ
と
に
大
き
な
意
味
が

あ
る
と
い
え
る
。
な
お
藩
札
の
発
行
高
は
二
三
万
三
一
一
九
枚
、
銀
三
九
六

貫
二
〇
〇
匁
一
分
に
達
し
て
い
た
。

（
磐
城
平
藩
札
）
　
碧
落
平
藩
の
美
濃
の
飛
地
一
万
八
〇
〇
石
は
、
厚
見

郡
切
通
に
陣
屋
を
設
け
、
厚
見
・
羽
東
・
方
県
・
本
巣
の
四
郡
に
分
布
し
て

い
た
。
領
下
村
遠
藤
重
平
・
遠
藤
（
古
屋
）
平
左
衛
門
は
、
加
納
藩
札
と
似

た
傘
札
や
練
糸
札
を
発
行
し
た
。
傘
札
（
図
版
9
）
の
表
面
は
「
慶
応
丁
卯
、

当
職
分
之
外
堅
御
停
止
、
銀
四
匁
分
、
傘
壱
本
、
濃
州
領
下
産
物
方
」
と
あ

り
」
表
面
に
「
表
書
之
銀
子
入
用
之
節
ハ
、
此
切
手
持
参
之
も
の
ぇ
定
之
通

引
換
相
渡
可
申
事
、
引
換
人
遠
藤
重
平
」
と
あ
る
。
な
お
遠
藤
重
平
と
平
左

衛
門
は
本
家
と
分
家
の
関
係
に
あ
り
、
両
者
と
も
有
力
農
民
で
あ
っ
た
。
さ

ら
に
遠
藤
平
左
衛
門
は
お
そ
く
と
も
天
保
初
年
頃
か
ら
紹
糸
の
売
買
に
た
す

き
あ
り
、
嘉
永
五
年
（
一
八
五
二
）
　
に
は
美
濃
領
内
産
物
の
桟
留
縞
を
磐
城

註
1
7

平
を
経
由
し
な
い
で
直
接
江
戸
へ
出
荷
さ
せ
て
ほ
し
い
と
願
っ
た
り
、
あ
る

い
は
安
政
四
年
（
一
八
五
七
）
　
に
は
桟
留
縞
の
年
間
生
産
量
一
万
反
の
江
戸

註
1
8

出
荷
に
要
す
る
経
費
を
試
算
す
る
な
ど
、
有
力
商
人
と
し
て
も
成
長
し
て
い

た。

札
の
記
載
事
頃
か
ら
な
る
と
、
こ
の
札
の
通
用
が
傘
職
限
り
で
あ
る
こ
と
、

発
行
が
産
物
方
と
な
っ
て
い
る
こ
と
を
考
え
合
あ
せ
て
、
私
札
と
い
う
べ
き

か
藩
札
と
い
う
べ
き
か
速
断
で
き
な
い
。
な
お
傘
一
本
札
が
加
納
藩
と
比
べ

て
高
額
の
銀
四
匁
に
な
っ
て
い
る
こ
と
は
、
加
納
と
領
下
、
か
隣
接
し
て
い
る

だ
け
に
注
目
し
て
お
き
た
い
。

（
郡
上
藩
）
　
郡
上
の
宝
暦
騒
動
に
よ
り
改
易
を
受
け
た
金
森
氏
に
か
わ
っ

て
、
八
幡
城
主
と
な
っ
た
青
山
氏
（
四
万
八
千
石
）
　
は
、
宝
暦
八
年
（
一
七

五
八
）
　
に
入
部
し
て
以
来
明
治
ま
で
、
た
び
た
び
若
年
寄
や
寺
社
奉
行
を
勤

め
て
い
た
。

そ
の
郡
上
藩
は
商
取
引
の
不
便
を
打
解
す
る
こ
と
を
目
的
に
、
文
化
年
間

に
幕
府
か
ら
許
可
を
得
て
藩
札
を
発
行
し
た
。
そ
の
一
枚
が
図
版
1
0
で
あ
る
。

表
面
は
　
「
覚
、
一
米
弐
斗
也
、
右
之
米
預
り
中
上
候
、
仇
如
件
、
丑
十
月
本

途
方
、
美
濃
郡
上
御
金
掛
屋
」
と
あ
り
、
裏
面
は
「
表
書
之
米
代
金
壱
分
二
引

替
可
申
者
也
、
丑
十
月
、
裏
判
所
」
と
、
そ
れ
ぞ
れ
墨
書
し
て
あ
る
。
こ
の

記
載
か
ら
金
一
分
の
保
証
は
年
貢
米
二
斗
で
あ
る
と
い
え
る
。

万
延
年
問
（
一
八
六
〇
・
六
一
）
　
に
発
行
し
た
藩
札
は
、
金
札
三
種
類
、

銀
札
七
種
類
で
あ
る
。
銀
一
〇
匁
札
（
図
版
Ⅱ
）
の
表
面
に
は
、
「
米
代
拾
匁
」

と
額
面
を
墨
書
し
、
「
以
券
結
信
何
以
鉄
桶
鑑
之
謂
哉
、
郡
上
、
手
形
引
替
所
」

と
あ
り
、
裏
面
に
は
　
「
万
延
、
以
此
手
形
銀
引
替
可
楠
波
音
也
」
と
、
い
ず

れ
も
銅
版
を
使
っ
た
精
功
な
図
柄
が
印
刷
さ
れ
て
い
る
。
文
久
年
間
に
は
、

金
札
一
両
　
（
図
版
1
2
）
　
や
最
大
額
面
七
匁
五
分
か
ら
最
少
額
面
五
厘
ま
で
、

九
種
類
の
銀
札
を
そ
れ
ぞ
れ
発
行
し
て
い
る
。
金
札
も
銀
札
も
万
延
の
藩
札

と
記
載
事
項
に
あ
ま
り
変
化
、
か
な
く
、
た
た
額
面
の
書
き
方
が
、
万
延
が
墨

書
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
た
い
し
、
文
久
は
銅
版
印
刷
に
な
っ
て
い
る
こ
と
で

ある。こ
れ
ら
の
藩
札
が
発
行
さ
れ
た
万
延
・
文
久
年
間
は
、
郡
上
藩
札
が
本
格

的
に
発
行
さ
れ
た
時
で
、
注
目
す
べ
き
こ
と
で
あ
る
。
安
政
三
年
（
一
八
五

六
）
藩
主
自
ら
が
辞
を
低
く
し
て
説
諭
し
た
、
領
主
側
の
経
費
節
減
と
、
領

詰
1
9

民
の
多
額
の
調
達
金
に
依
存
す
る
藩
財
政
改
革
は
、
そ
の
成
果
を
得
る
こ
と

な
く
終
っ
て
し
ま
っ
た
。
そ
こ
で
万
延
元
年
六
月
に
う
ち
だ
し
た
藩
財
政
の

註
2
0

再
建
策
は
、
藩
札
の
発
行
と
郡
上
特
産
の
良
質
な
生
糸
の
専
売
を
車
の
両
輪

一
七
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と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

そ
の
主
な
内
容
は
次
の
よ
う
で
あ
る
。
①
藩
札
は
正
金
同
様
の
価
値
で
通

用
さ
せ
る
こ
と
。
②
銀
五
分
以
下
は
銭
通
用
の
こ
と
。
③
生
産
さ
れ
た
生
糸

の
箇
数
・
端
数
を
手
形
会
所
へ
届
け
、
藩
は
こ
れ
を
米
札
手
形
　
（
藩
札
）
　
で

買
い
上
げ
る
こ
と
。
④
生
糸
を
手
形
会
所
へ
差
し
出
さ
な
か
っ
た
り
、
密
売

し
た
り
、
隠
し
置
い
た
り
し
た
場
合
は
、
厳
罰
に
す
る
こ
と
。
⑤
生
糸
は
手

形
会
所
が
藩
札
で
買
い
上
げ
、
江
戸
・
横
浜
へ
売
り
捌
く
。
そ
の
代
金
は
江

戸
・
横
浜
の
平
均
相
場
で
、
各
々
の
輸
送
費
と
雑
費
を
差
し
引
い
た
額
よ
り

若
干
安
い
相
場
勘
定
で
あ
る
こ
と
。

こ
の
よ
う
に
し
て
藩
札
を
も
っ
て
領
内
の
生
糸
を
藩
が
買
い
占
め
、
江
戸

横
浜
へ
売
り
出
せ
ば
、
「
中
黄
の
商
人
共
に
利
潤
を
得
ら
れ
、
後
悔
い
た
し
候

様
の
義
こ
れ
有
ま
じ
く
候
、
往
々
下
々
安
心
、
上
に
も
御
都
合
宜
し
き
こ
と
」

と
し
て
い
る
。
心
配
さ
れ
る
藩
札
の
価
値
下
落
に
は
、
藩
札
を
正
金
同
様
に

取
り
引
き
す
る
こ
と
を
厳
命
し
、
諸
上
納
物
を
は
じ
め
御
用
達
金
や
貸
借
す

べ
て
を
藩
札
で
行
う
よ
う
に
命
じ
た
。
当
然
予
想
さ
れ
る
物
価
騰
貴
に
は
、

藩
中
の
緊
縮
生
活
、
領
民
の
国
産
品
使
用
を
詳
細
に
規
定
し
、
そ
れ
に
備
え

て
い
た
。
こ
の
こ
と
は
生
糸
が
海
外
輸
出
に
よ
っ
て
利
益
を
上
げ
う
ろ
こ
と

に
日
を
つ
け
た
藩
が
藩
札
に
よ
り
領
内
の
生
糸
を
一
手
に
買
い
上
げ
市
場
に

販
売
す
る
、
独
占
販
売
政
策
を
と
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
代
金
を
も
っ

て
藩
札
の
免
換
準
備
金
と
藩
債
の
返
還
に
振
り
当
て
る
こ
と
を
目
論
ん
だ
の

で
あ
る
。

し
か
し
こ
の
政
策
は
領
内
の
生
糸
仲
買
人
と
利
害
を
き
お
だ
て
る
こ
と

で
、
し
か
も
加
納
藩
札
が
領
内
有
力
商
人
や
新
興
の
商
人
に
ま
と
ま
っ
た
資

本
を
貸
し
与
え
る
こ
と
に
な
っ
た
こ
と
と
、
大
き
く
違
っ
て
い
た
。
ま
た
領

内
の
正
金
と
藩
札
と
の
均
衡
が
と
れ
ず
、
物
価
が
上
昇
し
、
藩
札
が
他
領
に

一
八

通
用
し
な
い
の
で
養
蚕
の
種
や
米
・
塩
な
ど
他
領
か
ら
の
買
い
入
れ
が
困
難

に
な
る
な
ど
、
こ
の
政
策
に
よ
っ
て
領
内
の
経
済
は
混
乱
し
て
し
ま
っ
た
。

藩
財
政
再
建
策
を
う
ち
出
し
て
二
か
月
後
、
生
糸
専
売
政
策
に
反
対
す
る

農
民
一
揆
、
か
お
き
、
つ
い
に
文
久
二
年
生
糸
専
売
利
は
廃
止
せ
、
ざ
る
を
得
な

く
な
っ
た
の
で
あ
る
。
と
は
い
え
郡
上
藩
札
は
そ
の
後
も
通
用
し
た
ら
し
く
、

明
治
四
年
の
調
べ
で
は
、
藩
札
発
行
高
、
か
金
八
万
両
余
り
に
の
ぼ
っ
た
と
い

う
○

五
、
ま
と
め
に
か
え
て

藩
札
が
発
行
さ
れ
た
形
態
を
正
面
に
す
え
て
、
各
々
の
札
に
藩
が
ど
の

よ
う
な
保
証
を
裏
打
ち
し
て
い
た
か
を
検
討
し
た
。
そ
の
類
型
と
し
て
、
①

藩
の
政
治
性
に
よ
る
も
の
、
②
領
国
の
産
物
を
名
目
に
し
た
強
制
貸
し
付
け

に
よ
る
も
の
、
③
領
国
の
産
物
の
専
売
に
よ
る
も
の
の
、
三
類
型
を
挙
げ
た
。

し
か
し
こ
れ
は
幕
末
の
美
濃
の
諸
藩
、
か
、
藩
財
政
の
窮
乏
に
直
面
し
て
ど
う

対
処
し
た
か
の
違
い
で
あ
り
、
ひ
い
て
は
そ
れ
は
、
藩
が
領
内
の
商
工
業
を

ど
う
掌
握
し
、
再
編
成
し
よ
う
と
し
て
い
た
か
の
違
い
で
あ
る
と
指
摘
し
て

お
く
。ま

と
め
に
か
え
て
、
以
上
に
述
、
べ
た
藩
札
以
外
の
札
に
つ
い
て
若
干
触
れ

よ
う
。

（
高
須
藩
札
）
　
尾
張
藩
の
支
藩
と
し
て
の
性
格
を
も
っ
て
い
た
高
須
藩
は
、

美
濃
国
内
の
外
に
信
濃
国
内
に
も
領
地
を
も
っ
て
い
た
。
信
濃
全
国
通
用
（
図

版
1
3
）
　
は
表
面
に
　
「
百
文
、
信
濃
全
国
通
用
」
と
あ
り
、
裏
面
に
　
「
高
須
藩

会
計
方
之
証
印
、
藩
県
引
換
所
印
」
と
あ
っ
て
、
こ
の
札
は
明
治
に
な
っ
て

か
ら
の
も
の
で
あ
る
。

（
今
尾
藩
札
）
　
今
尾
の
竹
腰
氏
は
江
戸
時
代
尾
張
藩
の
附
家
老
で
あ
っ
た
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の
で
、
大
名
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
が
、
明
治
元
年
藩
制
を
と
っ
た
の
で
、

こ
こ
で
は
今
尾
藩
と
し
て
お
く
。
今
尾
藩
は
明
治
三
年
四
月
大
蔵
省
に
対
し
、

旧
幕
府
の
許
可
を
得
て
慶
応
二
年
（
一
八
六
六
）
　
三
月
、
銭
五
〇
〇
文
・
三

〇
〇
文
・
一
〇
〇
文
・
五
〇
文
・
二
四
文
・
一
六
文
、
都
合
銭
三
方
貫
文
　
（
此

註
2
1

金
三
〇
〇
〇
両
）
　
「
釣
銭
預
券
」
を
発
行
し
た
と
、
届
け
て
い
る
。
そ
の
理
由

は
、
僻
邑
の
支
配
地
で
あ
る
か
ら
小
銭
、
か
最
も
不
融
通
で
あ
る
か
ら
と
い
う
。

ま
た
明
治
に
な
っ
て
か
ら
は
、
「
生
産
取
立
」
の
た
め
、
「
引
番
の
貨
幣
」
　
（
換

十
十
2

金
準
備
金
）
　
を
備
え
置
い
て
預
り
手
形
　
（
図
版
1
4
・
1
5
）
　
を
発
行
し
た
と
し

て
い
る
。

（
岩
村
藩
札
）
　
元
禄
一
五
年
（
一
七
〇
二
）
岩
村
城
主
と
な
っ
た
松
平
氏

は
、
老
中
・
若
年
寄
な
ど
を
勤
め
て
幕
府
に
重
き
を
な
し
て
い
た
。
こ
の
岩

村
藩
は
、
岩
邑
藩
会
計
局
・
岩
村
藩
会
計
部
発
行
の
藩
札
が
そ
れ
ぞ
れ
あ
る
。

い
ず
れ
も
明
治
に
な
っ
て
か
ら
の
も
の
で
あ
る
。
な
お
天
保
元
年
（
一
八
三

〇
）
　
六
月
、
国
益
思
想
に
も
と
づ
く
国
産
物
生
産
の
自
給
自
足
を
め
ざ
す
藩

政
改
革
を
行
っ
た
。
藩
札
発
行
が
こ
の
改
革
と
何
ら
か
の
か
か
わ
り
が
あ
っ

た
の
か
ど
う
か
明
ら
か
で
な
い
。

（
旗
本
高
木
の
札
）
　
旗
本
高
木
は
石
津
郡
多
良
に
本
拠
を
も
ち
、
幕
府
の

中
で
は
交
代
寄
合
美
濃
衆
と
し
て
大
名
並
み
の
待
遇
を
受
け
て
い
た
。
こ
の

高
木
は
炭
代
札
を
発
行
し
た
。
そ
の
一
枚
は
表
面
に
銀
一
匁
・
三
分
・
一
一
分

な
ど
の
額
面
を
記
し
、
「
天
保
十
四
年
葵
卯
十
一
月
、
多
良
領
分
炭
代
用
、
京

都
近
江
屋
」
と
あ
り
、
裏
面
に
　
「
覚
、
一
銭
壱
匁
也
、
此
手
形
を
以
可
相
渡

候
以
上
、
多
良
引
替
所
」
と
記
載
し
て
い
る
。
さ
ら
に
図
版
1
6
は
、
表
面
に

「
代
銀
壱
匁
・
多
良
西
炭
会
所
L
と
し
、
裏
面
に
「
堅
炭
貫
目
以
時
之
相
場

引
替
相
渡
、
以
六
拾
四
枚
換
金
壱
両
」
と
あ
る
。

こ
れ
ら
の
札
の
記
載
事
項
か
ら
、
第
一
に
前
の
札
が
京
都
近
江
屋
の
発
行

に
な
っ
て
い
る
こ
と
、
し
か
も
こ
の
藩
札
の
図
版
が
前
述
し
た
天
保
一
五
年

発
行
高
富
藩
札
と
同
じ
で
あ
る
こ
と
に
注
目
し
た
い
。
こ
の
こ
と
か
ら
高
富

藩
、
か
払
米
を
そ
の
価
値
保
証
に
し
て
い
る
こ
と
に
た
い
し
て
、
高
木
は
炭
を

そ
の
引
き
あ
て
に
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
第
二
は
両
方
の
札
と
も
に
炭
代
銀

切
手
に
な
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
特
に
前
の
札
に
は
　
「
多
良
西
炭
会
所
」

と
あ
る
こ
と
か
ら
、
何
ら
か
の
形
で
国
産
奨
励
を
行
な
い
、
専
売
制
を
と
っ

た
の
か
も
し
れ
な
い
。

（
旗
本
竹
中
の
札
）
　
旗
本
竹
中
も
高
木
と
同
じ
く
交
代
寄
合
で
、
不
破

郡
岩
手
に
本
拠
を
も
っ
て
い
た
。
こ
の
竹
中
は
岩
手
炭
会
所
よ
り
炭
代
札
（
図

版
1
7
）
　
を
発
行
し
た
。
表
面
に
　
「
代
銀
一
匁
、
岩
手
炭
会
所
」
と
あ
り
、
裏

面
に
　
「
従
天
保
四
年
葵
己
十
一
月
、
以
六
十
四
枚
換
小
判
二
両
、
堅
炭
貫
目

以
時
之
相
場
引
替
相
渡
」
　
と
あ
る
。

（
旗
本
岡
田
の
札
）
　
図
版
1
8
の
札
は
、
表
面
に
「
銀
古
文
、
慶
応
丙
寅

季
九
月
日
、
揖
斐
御
普
請
方
」
　
と
あ
り
、
裏
面
に
　
「
百
」
　
の
印
を
押
し
て
い

る
。
こ
の
他
に
揖
斐
出
張
所
発
行
の
銀
札
な
ど
、
か
あ
る
。
こ
の
い
ず
れ
を
も

一
般
に
野
村
藩
（
大
垣
新
田
）
　
の
藩
札
と
言
わ
れ
て
い
る
。
し
か
し
大
垣
藩

の
支
藩
と
し
て
の
ー
性
格
を
も
つ
野
村
藩
　
（
一
万
三
〇
〇
〇
石
）
　
の
支
配
地
は

大
野
郡
内
に
あ
り
、
「
揖
斐
」
と
い
う
文
字
は
入
り
に
く
い
。
反
対
に
旗
本
岡

田
は
、
初
代
・
二
代
の
喜
田
・
善
政
の
時
に
美
濃
国
奉
行
・
美
濃
郡
代
な
ど

を
つ
と
め
、
と
り
あ
け
治
水
に
力
を
注
ぎ
川
普
請
に
は
格
別
の
功
績
が
認
め

ら
れ
、
さ
ら
に
揖
斐
に
本
拠
を
も
っ
て
い
た
。
こ
の
札
、
か
発
行
さ
れ
た
経
緯
が

は
っ
き
り
し
て
い
な
い
こ
と
か
ら
断
定
で
き
な
い
、
か
、
揖
斐
に
本
拠
を
も
つ

旗
本
岡
田
の
発
行
し
た
札
と
す
る
方
、
か
、
よ
り
妥
当
で
は
な
い
か
と
の
ム
指

摘
し
て
お
く
。
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○

『
図
録
日
本
の
貨
幣
巻
五
』
　
日
本
銀
行
調
査
局
編
　
二
三
二
頁

『
大
垣
市
史
上
』
　
三
四
四
百

『
大
垣
市
史
上
』
　
三
四
五
頁

『
大
垣
市
史
上
』
　
三
四
七
頁

『
大
垣
市
史
上
』
　
三
四
八
頁

『
岐
阜
市
史
史
料
編
近
世
二
』
　
二
一
〇
百

『
岐
阜
市
史
史
料
編
近
世
二
』
　
二
二
四
頁

西
村
覚
良
「
嘉
永
期
の
高
富
藩
」
『
信
濃
』
第
三
〇
巻
五
号

『
高
富
町
史
史
料
編
』
　
二
七
二
百

『
福
岡
町
史
史
料
編
』
　
二
六
五
百

後
藤
時
男
著
『
苗
木
藩
政
史
研
究
』
　
二
二
〇
頁

『
岐
阜
市
史
史
料
編
近
世
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岐
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史
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近
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岐
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平
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三
九
三
貴

『
平
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』
　
三
九
四
百

六
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四
頁

七
〇
一
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七
二
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三
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三
三
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三
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二
百

三
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付表　美　濃　の　藩　札　一　覧

満（旗本）名 冖ﾈ������������引　番　所　名 價ﾘﾗ9D霾��額　　面　　　種　　　別 儖X����������������ﾖﾂ�

大垣藩 仞(����dﾂ�座元 大垣銀札所 亅�[c2�銀5匁・3匁・1匁・5分・4分・3分 冕(����ﾊ��

戸田氏 �:�����侏9�"�銀5匁・3匁・1匁・5分・4分・3分 銀5匁・1匁・5分 �:��

10万石 劍ｹﾙ]ｳ�X�C�"�倅Ilｨ,�,ﾘ�Xｹﾙ]ｸ�ﾍﾉD��h,h*�.��

同 �:��享保16 仞#��nb�

同 �:��元文2．12 仞#��[imｨ�SY[imｨ�S9nh�S�nh�SYZｨ�S9Zｨ�R�)Zｨ�S�Zｨ�SY}��

高富藩 兒Y¥I�8ｾ)�稲��高富引替所　京都近江畳 �5i]ｳ�X�C2�銀1匁・3分・2分 ��

本庄氏 l万石 ���h檍�脾�小引替 石谷村野々村又左衛門 芥見村篠田精兵衛 佝8吶"�銀2匁・1匁・3分・2分 

苗木藩 ��hｼvdﾂ�預　亀山橘太郎 ��金2両・1両・2分・1分・2朱 ��X��蓼ﾈ靂��h,h*�.��

遠山氏 �:��預　安保　謙治 刹�1分・2朱 倡�jIﾏｨ,ﾈ�X蓼ﾈ靂��h,h*�.��

l万石 �:��預　山下曽七郎 刹�1分・2宋　銭12文・銭24文 ��Y=�蓼ﾈ靂��h,h*�.��

向 况����(岑ｷｹEh�R�仞��Zｨ�S)�h���ｳ�)[h�Y�ｳ#I[b�「巳三月限」とある 

同 况����(岔Ti�YWb�仞�(賴�「酉三月限」とある 

同 况�����]ｸﾔ��驟��仞�(賴�「卯七月限」とある 

同 况���ｵH�(ｶｹ�驟����ｳ#I[b�「亥三月限」とある 

同 儼9m鵜ｸ檍ﾇhｼr�仞��賴�

加納藩 ���ﾙ��9ｨ脾�加納産物所・加納蔵 兌i�ﾓ��C�"�銀1匁 仞#)ni,ｩw��

永井氏 伜�������dﾂ�加納傘問屋 ���ﾓb�傘1本 

3万2000 侈h��鏐��脾�加納桟留問屋 �:��絹糸目方15匁 仞#�ni,ｩw��8�Xﾌ9[h�h,ﾈ逸�8*�.��

后 伜�������脾�加納傘問屋 兌hｷhﾋ2�傘2本 

駐　韓　札 ��Eｸ蝎Z��｢�同 凉險ﾓ8ﾌ(�S(ﾌ"�安政札に「丁卯改」の朱印ある 

傘　　　fL ��Eｸ��n(壺�慶応3 伜��gｲ�

銭　　　fL ��Eｸ虔z�(壺���ｳ���[b�紹糸札に「古文」の印ある 

平　藩 儖ﾉEｩO)&鞴B�美濃領下村産物方遠藤重平 佝8吶2�銀l匁（絹糸10匁） ��Xﾍ�ﾉ?�ﾈ靂��h,h*�.��

安藤氏 �:��同 佰ﾂ�銀4匁（傘1本） 

3万石 儖ﾉEｩO)&鞴I-霎)�稲��美濃領下村　古屋平左衛門 冖韭�"�銀3匁7分5厘 

郡上藩 冓i�8ｾ&dﾂ�手形引番所 ���ﾒ�鍍10匁（1斗）・1匁（1升）・5分（5合） ��Zｨ腥�SY}�腥,ﾙJﾘﾗ9D韜�,ﾉUﾂ�

青山氏 兔I�8ｾ�脾�同 兌hｷb�金1両・2分・1歩 

4万8000 冓i�8ｾ�dﾂ�兌hｷb�銀7匁5分・3匁・2匁・1匁・5分・3分・ 1分5厘・1分・5厘 

右 剩�Z郡上御金掛昆裏判所 劍麌*�,�*"�

本途方米預り札 刮N10月 兔FﾉUX�仞�)^��ｨ�S)6ﾈ�仞��^��ｨ�S�6ﾈ�仞��(逸�｢�¥C����仞&ﾉnh�ｨ�SXﾘx�添Zｨ�｢�墨　　書 

同 凛�Kｸ��訷ﾆ�初�h��寅3月 剴ｯ 

銭　　札 凵i明治） ��ｳ��ｭ�[h�侏3�{ﾈ�ｨ�SXｭ�[h�侏3)^��｢�文久金札改造 

越前飛地fL　末代金fL 凵Plj延 仞��{ﾈ�S)Zｨ�S�Z｢�額面墨書 

越前飛地札　末代銀札 �:��同 仞#��nh�SYnh�S9nh�S)nh�S�nh�SYZｨ�S9Z｢�同 

高須藩 �-����ｸ��dﾂ�高須生産力 ��銭600文・300文・100文・48文・24文・12文 冉��������

松平氏 仞�����脾�渡州高須　荒七 刹�1分 

3万五 ��ﾙEｩ�8ﾙ�,ｩw�脾�高須藩会計方 剔K1貫200文・600文・100文 

今尾藩 ��ﾙ_ｸ檍���¥II�:I}鞴B�今尾農方森庄吉・森庄四郎 ��銀1匁5分 ��Xﾚ��h鬨,ﾈ+x*�+Y?ﾈ.��

竹腰氏 3万石 俑�Oio��|ﾉ>�uｩ,ｨ訷ﾆ��引番所　京都大坂蔵屋舗 刹�1朱預 銭50文 

大坂館入出張会所 

（名古屋 �:��同 剔K24文預 ��X�?�D�,ｩw��h,h*�.��

藩家老・ �:��同 剔K1貫文・300文・100文・50文 

明治元年 �-����ｸ��脾�今尾高持中 剔K48文・16文 ��X���ﾈ�h,ﾈ､x*�*�.��

今尾藩と �:��同 剔K16文 ��Xｫ�侭�ｸ�h,ﾈ､x*ｨ*�.��

なる。） 佰ﾂ�同 剔K16文 ��Yv��稲�/y_ｸ�h,ﾈ逸�8*ｨ*�.��

岩村藩 仞(����dﾂ�岩邑藩会計局 ��銀15文目 乂ｩlｩf顋��

松平氏 仞�����脾�岩村藩会計部 刹�1分・2朱・1朱 

3万石 ��ｸ����脾�剔K1貫文・100文 冕(����ﾊ��

旗本高木 �%����8��脾�多良引番所　京都近江屋 �5i]ｳ�H�C���銀l匁・3分・2分 ��

氏 2300石 �:��多良西炭会所 �8俣B�銀1匁 

旗本竹中 氏 5000石 �%����8��dﾂ�岩手炭会所 �5i]ｳH�C���銀1匁・3分・2分 仞#9Zｨ�S)Zｨ腥,ﾙJﾘﾗ9D韜�,ﾉUﾂ�麌*�,�*"�

族本岡田 ��ｸ����脾�揖斐御普請方 侏8��ﾋ8�C��銭100文・48文・32文 ��

氏 �:��同 佝8吶(�C��銭100文・48文・32文・24文・16文 

5000石 仞(����dﾂ�揖斐出張所 大坂紀伊国屋喜兵衛 冖韭�(�B�銀3匁7分5厘 

註1便宜的に旗本か発行した旗本札も含めた。
2　この表は『図録日本の貨幣』日本銀行調査局編を主として参考にした。

3　篠田英・尾沢久志・高橋行雄氏の御教示を得た。
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